
税理士による個別相談会のご案内

☆制度改正に伴う専門家派遣等事業☆

【日 時】

令和３年１２月１７日(金) ／ ２０日(月)／ ２３日(木)
令和４年 １月１３日(木) ／ １４日(金)／ １９日(水)

２４日(月) ※完全予約制

【会 場】関商工会議所 【相談時間】１事業所６０分

【相談担当者】名古屋税理士会派遣税理士 【参 加 費】無 料

１０：００～１２：００ ／ １３：００～１６：００

税理士による個別相談会 申込書

関商工会議所 行き
（ＦＡＸ 0575-24-6102）

問合せ先 : 関商工会議所（TEL 0575-22-2266）

下記日程で税理士による個別相談会を開催します。ご相談を希望される方は
申込書にご記入の上、FAXまたはQRコードにてお申し込みください。

適格請求書等保存方式
(インボイス)対策事業

事業所名
フ リ ガ ナ

氏 名

所 在 地 業 種

電話番号 事業所 ／ 携 帯

希望する日にちと時間帯に☑を入れてください

※申込日時が重複した場合は、事務局にて調整させていただきます。あしからずご了承ください。

□ １２月１７日(金)

□ １２月２０日(月)

□ １２月２３日(木)

□ １月１３日(木)

□ １月１４日(金)

□ １月１９日(水)

□ １月２４日(月)

□ １０:００～１１:００

□ １１:００～１２:００

□ １３:００～１４:００

□ １４:００～１５:００

□ １５:００～１６:００

こちらのＱＲコードからも
お申し込みできます

・ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
・ 決算、確定申告に関する相談
・ 年末調整 に関する相談

※年末調整の相談をご希望の方は、裏面に記載の書類をご持参ください！

主 な 相 談 内 容

お気軽にご相談ください



【新型コロナウィルス対策について】
当商工会議所では、３密を避けるため、定期的な換気と消毒を行っています。

来所時の
手指の消毒などに
ご協力ください。

受付で検温を行います。
※体温が３７．５℃以上の人、
および風邪症状のある人は
入館禁止

マスクを着用のうえ
お越しください。

密を避けるため、

原則おひとりでお越しく
ださい。

密を避けるため、相談会は完全予約制とさせていただきます。

また、今後の新型コロナウィルス感染症の影響により、日程の変更または中止に
なる場合もあります。
予約なしで来所された場合は、相談をお断りする場合があります。

【問合せ先】 関商工会議所 ＴＥＬ：０５７５－２２－２２６６
※ご予約はお早めにお願いします。

【相談会に必要な書類等】
・国民年金・生命保険・損害保険・個人年金などの各種証明書
・給与等の支払状況内訳書
・印 鑑

【税務署から届く書類等】
・所得税徴収高計算書（ＯＣＲ用）
・所得税源泉徴収簿
・給与支払報告書（個別明細書）
・源泉徴収票等の法定調書合計表

※上記をご確認いただき、お忘れ物の無いようにお願いいたします。

年末調整の相談をご希望の方は
下 記 書 類 を ご 持 参 く だ さ い

注 意 事 項


